
2024年 4月より適用 

 

南丹市まちづくりデザインセンター 登録団体要件書 
 

 

当センターでは、NPO法人、市民団体、大学、企業などが公共の課題を解決し、南丹市を

よりよいまちにする活動を支援しています。 

 

＜利用要件＞ 

 主な活動地域を南丹市とする団体が行う非営利活動についての利用。 
 ※登録団体であっても、営利及び個人の趣味を目的とした利用は対象外です。 

 

＜登録の種別＞ 

無料登録 有料登録 

・相談、活動コーディネート 

・人材マッチング 

・情報の受発信 

年間登録料 1,000円で、上記に加え次の利用が可能です。 

・コピー機、輪転機  ・各種備品の貸出し 

・ラミネーター    ・会議スペース 

・広報ブース     ・ＦＡＸ 

 

＜利用料金＞※運営協力金としていただいています。 

コピー機 
 白黒  1面 Ａ4以下  2円   Ａ3   4円 

 カラー 1面 Ａ4以下  10円   Ａ3   20円 

輪転機 
※白黒のみ 

500枚まで製版代のみ 

 製版  1面 Ａ4以下 100円   Ａ3 200円 

 

500枚以上はインク代を加算 

 500枚につき Ａ4以下 100円   Ａ3 200円 

用紙 
用紙 1枚につき Ａ4      1円   Ａ3    2円 

   1冊(500枚)Ａ4     300円     Ａ3  720円 

各種備品 

持ち出し可の貸出備品 

 1回(1泊 2日)100円 1日延長につき 100円加算 
※1泊 2日は当センターの 2開館日をさします。 

  ・プロジェクター ・スクリーン  ・ジョイント式フロアマット 

  ・ビデオカメラ  ・カメラ用三脚 ・組み立て式踏み台   ・鬼の衣装 

 

持ち出し不可の貸出備品 

 無料 
  ・三つ折り機  ・裁断機  ・大型穴あけパンチ  ・大型ホッチキス 

ラミネーター Ａ4 20円  Ａ3 30円 

会議スペース 半日 400円  １日 800円 

広報ブース 1枠 1,000円(年間) 

ＦＡＸ 1枚 30円 

名刺作成 データ作成 1回 300円  印刷 1シート(名刺 10枚分)100円 

 

＜登録の方法＞ 

当センターにて随時登録。「利用団体登録申請書」に必要事項を記入して申請。 

 

  

〒622-0002 

京都府南丹市園部町美園町 7号 9-1 

電  話 0771-68-3555 

ＦＡＸ 0771-68-3565 

メール tedasu0827@kcn.jp 

※用紙代は別。 

 持ち込みも可。 

■開館 月 火 水 木 金 土 日 

10:00～ 

12:00 
休 休 〇 〇 〇 

第 1・3 

〇 休 

ほか休 

12:00～ 

18:00 
休 休 〇 〇 〇 休 休 

 


